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３ 公共事業削減の影響緩和のための建設産業対策及び雇用対策について
平成１６年８月６日
商工労働部・土木部

１ はじめに
平成１５年度から進めてきている公共事業の削減に伴う影響の緩和策については、島根県雇

用対策本部が策定した「当面の雇用対策及び建設産業対策の方針（平成１４年１１月策定、平
成１５年１１月改訂 」に基づき、建設産業対策、雇用対策及び産業振興による雇用創出対策を）
柱とし、平成１５年度及び１６年度予算において重点的に予算措置を図り、全庁を挙げて取り
組むとともに、公共事業の執行面で県内業者等への優先発注を配慮するなど、積極的に推進し
てきているところである。
今回、中期財政改革基本方針＜骨子＞において、公共事業についても削減が検討されている

ところである。こうした削減は、本県の基幹的産業である建設業や測量・設計業（以下「建設
産業」という ）のみならず、地域経済や雇用へも大きな影響を与えることが予想されることか。
ら、この影響緩和対策については、財政状況が極めて厳しい中にあっても優先的に取り組むべ
き課題との認識に立ち、これまでの取り組みを引き続き進めるとともに、早急に実施すべきも
のは今年度からの実施も視野に入れながら、更に必要な施策について、平成１７年度当初予算
に向けて対策の検討を進めるものとする。

２ 建設産業対策について
（１）建設産業の状況について

県内の公共事業は平成１０年をピークに大幅に減少している中にあって、建設業許可業者
数は横ばい状態にある。
今後とも県の公共事業の大幅な減少が見込まれる中で、各企業の収益性の低下や企業倒産

の増加が懸念されるなど、建設産業を取り巻く環境は一層厳しくなるものと予想される。

（２）建設産業対策について
建設産業は、社会基盤整備の担い手であるとともに、地域経済や雇用の場を支える重要な

役割を担っている基幹的産業である。
県としては、業界の自助努力を促しながら、次のような内容を中心に対策の検討を進める

ものとする。

○建設産業の構造改善に向けた指針を産業団体の協力を得ながら策定し、官民一体となって
構造改善へ向けた取り組みを進めていく。

◯これまで講じてきた経営基盤の強化や経営合理化対策あるいは新分野進出等への支援施策
を引き続き継続して実施する。

○合併や事業の共同化など新たな企業間連携への取り組み支援の強化を検討する。
○各企業の経営基盤の強化や新分野進出等について、金融、法務、税制、支援制度等の専門
的な観点から総合的な相談・指導体制の充実が急務であることから､商工会議所・商工会等
を中心とした経営相談指導体制の強化について検討を進める。

○入札・契約手続きの透明・公正性に配慮しつつ、県内業者優先の徹底、県内下請業者優先
の要請、県内産資材、県内関連企業から調達した資材の優先使用の徹底を引き続き図って
いく。

◯今後、自主廃業や倒産に追い込まれる企業の増加が予想されるため、連鎖倒産防止等のセ
ーフティーネット対策について、よりきめ細かく対応していく。

○建設産業を念頭においた構造改革特区、地域再生計画等の国の制度や施策を積極的に活用
しながら対策を検討する。

３ 雇用対策について
建設関連産業のリストラ等によって新たな職を求める人に対する円滑な労働移動対策や雇

用機会創出のための対策が不可欠なため、県としても積極的に対策を進めることとし、次の
ような内容を中心に検討を進める。

、 、 、一方で 行政だけの取り組みで雇用対策を進めることは限界があり 民間企業においても
積極的に雇用の場の創出が図られることを期待する。

○建設産業従事者の労働移動の円滑化対策を始めとする雇用のセーフティネットの強化を検
討する。

◯平成１５年度から県単独の緊急雇用対策として進めてきた 「ふるさと雇用創出基金事業」、
については、一定の雇用効果があったことから、新たな造成を検討する。
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○これまで講じてきた雇用創出につながる施策（農林漁業への就業支援や社会福祉施設の整
備、特別保育の実施等）については引き続き実施する。

○将来の雇用を維持・創出する産業振興については「新産業創出プロジェクト」や「産業競
争力強化プロジェクト」など平成１６年度施策重点化方針に掲げられたプロジェクトの推
進や （財）しまね産業振興財団を中心とする総合的な企業支援などにより、県内産業の活、
性化に向けた対策を引き 続き強力に推進する。

、 、○経済の回復基調を背景に設備投資が活発化している中で 引き続き企業立地の促進を図り
雇用の創出に努める。

◯構造改革特区、地域再生計画等の国の制度や施策を積極的に活用しながら雇用創出につな
がる対策を検討する。

○産業界や経済団体等とも連携し、地域内の雇用吸収力向上に向け官民一体となった取り組
みを推進する。

（参 考）
◆以上の対策を総合的に推進することで 平成１８年には３６００人（累計 、平成２０年には）
５０００人（累計）の雇用増を目指す。

※公共事業削減による影響
■前提
平成１６年度公共事業費１，１０８億円を、Ｈ１７～１８の２年間で３０％削減

■試算結果
１．経済に与える影響

区分 試算結果 試算結果
生産誘発額 ４１０億円程度
粗付加価値額に与える影響 ２１０億円程度 島根県「Ｈ７島根県産業連関表」
(≒県内総生産額)

２．雇用に与える影響・・・就業誘発係数による試算（常用労働者・非常用労働者）
区分 試算結果 試算結果

建設業への影響人数 １，９００人程度 建設省「Ｈ７建設部門地域間産業連関表 〔政府」
全産業への影響人数 ２，７００人程度 建設投資１億円による対自地域就業誘発者数(中

国)〕建設業７．４人、全産業１０．５人

【参考】従業者一人当たり年間完成工事高(年間売上高)による試算
中小企業庁「中小企業の経営指標 〔従業者一」

〕建設業・コンサル業へ １，１００人～ 人当たり年間完成工事高1,520～2,398万円/人
の影響人数 １，６００人程度 国土交通省「建設関連業の経営分析 〔測量設」
（常用労働者） 計技術職員一人当たり年間売上高1,880万円〕

■３０％削減した場合の単年度(平均)影響度合い
▽名目県内総生産額▲１０５億円／年
・県内総生産額（Ｈ１３）→第１次産業５９１億円 建設業２，７３９億円
・石州瓦の付加価値額→９１億円(雇用者数９２４人）
・総生産額（Ｈ１３）に占める割合→▲０．４％
・名目経済成長率(過去１０年)
→ワースト①(Ｈ１１)▲１．０％②(Ｈ１３)▲０．６％③(Ｈ５)０．７％④(Ｈ９)０．８％

▽建設業における失業者▲９５０人／年
・建設業常用労働者(Ｈ１５)に占める割合→▲３．２％
・建設業常用労働者の対前年増減(過去１３年)
→ワースト①(Ｈ１１)▲２，７０４人②(Ｈ５)▲２，４６９人③(Ｈ１４)▲２，０８３人

④(Ｈ１５)▲１，５４１人⑤(Ｈ１３)▲６３８人
▽全産業における失業者▲１，３５０人／年
・常用労働者（Ｈ１５）に占める割合→▲０．６％
・常用労働者の対前年増減(過去１３年)
→ワースト①(Ｈ１３)▲９，７１０人②(Ｈ４)▲５，５２８人③(Ｈ１４)▲５，２４９人

④(Ｈ１２)▲４，１２２人⑤(Ｈ８)▲３，６８６人


